
議案第１９号 

 

東広島市立学校職員服務規程の一部改正について 

 

東広島市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令を定めることについて、次の

とおり提案する。 

 

令和７年１１月２７日提出 

 

                   東広島市教育委員会 

教育長  市  場  一  也    

 

１ 提案理由 

  出勤簿の押印を廃止するとともに、出勤簿の作成及び保存を電磁的記録により

行うことができることとするため、この議案を提出するものである。 

 

２ 改正案 

  別紙のとおり。 

 

３ 施行期日 

令和８年１月１日 

 

４ 根拠法令 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

第２５条 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができ 

ない。 

  (2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関するこ

と。 



 

東広島市教育委員会訓令第 号 

 

 東広島市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

  令和７年 月 日 

 

                   東広島市教育委員会 

                   教育長  市  場  一  也 

 

   東広島市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令 

 

 東広島市立学校職員服務規程（昭和４９年東広島市教育委員会訓令第２号）の一

部を次のように改正する。 

 第５条を次のように改める。 

 （出勤） 

第５条 職員は、定められた時刻までに出勤しなければならない。 

２ 出勤の状況については、別記様式第２号による出勤簿により、整理を行うもの

とする。 

 別記様式第２号を次のように改める。 



 

別記様式第２号（第５条関係） 

出勤簿 

令和  年 
年次有給休暇 

区分 日 時間 分 区分 日 時間 分 

氏名  令和 年からの繰越日数    令和 年使用日数    

職員番号  令和 年分の日数    残余日数    

１日の勤務時間 

（時間・分） 
  計    令和 年への繰越日数    

 

月

日 

曜

日 

年次有給休暇 
特別休暇・介護休暇・介護時間・介護支援部分休暇・子育て支援部分

休暇・出生支援休暇・職専免・欠勤・部分休業・高齢者部分休業 
週振・育児休業等 

日 時間 分 種別 日 時間 分 種別 日 時間 分 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

月計    備考 
累計    

残余日数    

 



 

附 則 

この訓令は、令和８年１月１日から施行する。 

 



 

東広島市立学校職員服務規程（昭和４９年東広島市教育委員会訓令第２号）新旧対照表 

新 旧 

（定義） （定義） 

第５条 職員は、定められた時刻までに出勤                  

 しなければならない。 

２ 出勤の状況については、別記様式第２号による出勤簿により、整理を行うも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条 職員は、定められた時刻までに出勤し、別記様式第２号による出勤簿に押

印しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新 旧 

別紙様式第２号 

  

別紙様式第２号 

 

 



 

新 旧 

 

 


